
JP 5268513 B2 2013.8.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排ガス触媒を含む車両エンジンの潤滑面であって、潤滑粘度の基油、メチル－イソブチ
ルカルビノールから導かれた少なくとも１種の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート
化合物、及び一定量の少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含む潤滑剤組成物
を含み、前記炭化水素可溶性チタン化合物が、この炭化水素可溶性チタン化合物がない潤
滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素、およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換す
る劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０
％を転化する劣化触媒温度を提供するのに有効であり、こゝで潤滑剤組成物が金属ジヒド
ロカルビルジチオホスフェート化合物からのリンを０．０２重量％～０．１５重量％含ん
でいる、潤滑面。
【請求項２】
　内燃機関および圧縮点火エンジンからなる群から選択されるエンジンの内面または構成
要素を含む請求項１に記載の潤滑面。
【請求項３】
　前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において５０～１０００ｐｐ
ｍの範囲のチタンの量を提供する請求項１に記載の潤滑面。
【請求項４】
　前記炭化水素可溶性チタン化合物がチタンアルコキシドとＣ6～Ｃ25カルボン酸の反応
生成物を含む請求項１に記載の潤滑面。
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【請求項５】
　可動部分を有し、かつ前記可動部分を潤滑するための潤滑剤組成物を含有する車両であ
って、前記潤滑剤組成物が、潤滑粘度を有する基油、メチル－イソブチルカルビノールか
ら誘導した少なくとも１種の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート、および一定量の
少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含み、前記炭化水素可溶性チタン化合物
が、前記炭化水素可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭
素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素
、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度を提供するのに有
効であり、こゝで潤滑剤組成物が金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート化合物からの
リンを０．０２重量％～０．１５重量％含んでいる、車両。
【請求項６】
　前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において１００～５００ｐｐ
ｍの範囲のチタンの量を提供する請求項５に記載の車両。
【請求項７】
　完全処方の潤滑剤組成物であって、前記潤滑剤組成物は、潤滑粘度を有する基油成分、
メチル－イソブチルカルビノールから導かれた少なくとも１種の金属ジヒドロカルビルジ
チオホスフェート化合物、および一定量の炭化水素可溶性チタン化合物を含み、この炭化
水素可溶性チタン化合物は前記炭化水素可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガ
ス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度よりも
低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒
温度を提供するのに有効であり、こゝで炭化水素可溶性チタン化合物は本質的に硫黄及び
リン原子を欠いており、潤滑剤組成物が金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート化合物
からのリンを０．０２重量％～０．１５重量％含んでいる、潤滑剤組成物。
【請求項８】
　圧縮点火エンジンに適した低灰分、低硫黄および低リン潤滑剤組成物を含む請求項７に
記載の潤滑剤組成物。
【請求項９】
　排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換するのに有効な劣
化排ガス触媒温度を下げる方法であって、潤滑粘度を有する基油、メチル－イソブチルカ
ルビノールから導かれた少なくとも１種の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート化合
物、及び一定量の炭化水素可溶性チタン化合物を含む潤滑剤組成物にエンジンの部品を接
触させることを含み、前記炭化水素可溶性チタン化合物は、前記炭化水素可溶性チタン化
合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０
％を転換する劣化排ガス触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘ
の少なくとも５０％を転換する劣化排ガス触媒温度を提供するのに有効であり、こゝで潤
滑剤組成物が金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート化合物からのリンを０．０２重量
％～０．１５重量％含んでいる、方法。
【請求項１０】
　排ガス触媒を含有するエンジンを潤滑するために使用する潤滑剤組成物のための添加剤
濃縮物であって、前記添加剤濃縮物は、メチル－イソブチルカルビノールから導かれた少
なくとも１種の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェート化合物、及び一定量の炭化水素
可溶性チタン化合物を含み、前記チタン化合物は、前記炭化水素可溶性チタン化合物がな
い潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換
する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５
０％を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効であり、こゝで炭化水素可溶性チタン化
合物は本質的に硫黄およびリン原子を含まず、そして潤滑剤組成物が金属ジヒドロカルビ
ルジチオホスフェート化合物からのリンを０．０２重量％～０．１５重量％含んでいる、
添加剤濃縮物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
（関連出願）
　本願は、現在係属中である２００７年５月９日出願の米国特許出願第１１／７４５，８
０３号の一部継続出願である。
【０００２】
　本明細書中に記載する実施形態は、特定の油溶性の金属添加剤、および潤滑油処方物に
おけるこのような金属添加剤の使用に関し、特に排ガス触媒性能特性を改善するために使
用する可溶性チタン添加剤に関する。
【背景技術】
【０００３】
　５０年以上もの間、自動車のエンジンオイルには、低レベルの磨耗、酸化、および腐蝕
をもたらす亜鉛ジアルキルジチオホスフェート（ＺＤＤＰ）が配合されてきた。この添加
剤は実にどこにでも使われており、ほぼすべての現在のエンジンオイルに見出すことがで
きる。ＺＤＤＰは、耐磨耗、酸化防止、および耐腐蝕の領域で多機能の性能を賦与し、エ
ンジンオイルの製造者および販売者による一般的な使用では紛れもなく最も費用対効果が
高い添加剤の１つである。
【０００４】
　しかし、エンジンオイルに由来するリンは、揮発して燃焼室を通過する可能性があり、
その結果、元素状のリンが触媒システム上に堆積し、触媒効率が低下するという懸念があ
る。ＺＤＤＰは、リンの供給源となることが知られている。リンは、燃焼したオイルに由
来するリンが貴金属触媒部位を覆う可能性がある不浸透性の薄膜を形成すると、排ガス触
媒転換器および酸素センサに関する重大な問題を引き起こす可能性がある。結果として、
エンジンオイルで使用するリン含有化合物の量を制御し／または減らして転換器および酸
素センサの寿命をより長くするため、そして貴金属の含量を下げることにより転換器に対
する製造業者の初期費用を下げるためという自動車メーカーからの圧力がある。
【０００５】
　潤滑油のリン含量を下げると触媒転換器の寿命または効率を改善するかも知れないが、
他方で摩擦制御および磨耗の防止についてのリン添加剤の利点は、リン不含有添加剤によ
っては都合よくは満たされない可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、潤滑油組成物の全リン含量を大きくは下げることなく触媒活性の保護を可能に
する添加剤および方法に対する競合する要求がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書中の１種の実施形態では、潤滑粘度を有する基油、一定量のリン含有化合物、
および一定量の少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含む潤滑剤組成物を含有
する潤滑面を提示する。このチタン化合物は、この炭化水素可溶性チタン化合物がない潤
滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する
劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％
を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効である。
【０００８】
　別の実施形態では、可動部分を有し、かつこの可動部分を潤滑するための潤滑剤を含有
する車両を提供する。この潤滑剤は、潤滑粘度を有する基油、少なくとも１種のリン含有
化合物、および一定量の少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含む。このチタ
ン化合物は、この炭化水素可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、
一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス
炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度を提供す
るのに有効である。
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【０００９】
　さらに別の実施形態では、完全処方の潤滑剤組成物を提供する。この潤滑剤組成物は、
潤滑粘度を有する基油成分、少なくとも１種のリン含有化合物、および一定量の炭化水素
可溶性チタン含有薬剤を含む。このチタン含有薬剤は、この炭化水素可溶性チタン含有薬
剤がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％
を転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なく
とも５０％を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効である。このチタン含有薬剤は、
実質的に硫黄およびリン原子を含まない。
【００１０】
　本開示のさらなる実施形態は、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも
５０％を転換するのに有効は劣化排ガス触媒温度を下げる方法を提供する。この方法は、
エンジン部品を、潤滑粘度を有する基油、少なくとも１種のリン含有化合物、および一定
量の炭化水素可溶性チタン化合物を有する潤滑剤組成物と接触させることを含む。このチ
タン化合物は、この炭化水素可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素
、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化排ガス触媒温度よりも低い
、劣化排ガス触媒温度を提供するのに有効である。
【００１１】
　上に手短に示したように、本開示の実施形態は、本発明でなければ時間がたてば排ガス
触媒性能に悪影響を及ぼすリン化合物を含有する潤滑剤組成物を使用するにもかかわらず
、排ガス触媒性能を大きく改善する可能性がある炭化水素可溶性チタン添加物を提供する
。この添加剤は、可動部分間の表面に塗布される油性流体と混合することもできる。他の
用途では、この添加剤は、完全処方の潤滑剤組成物中に提供されてもよい。この添加剤は
、特に、現在提案されている、乗用車用モーターオイルに対するＧＦ－５規格および大型
車両用ディーゼルエンジン用オイルに対するＰＣ－１０規格、ならびに将来の乗用車およ
びディーゼルエンジン用オイルの仕様を満たすことに向けられている。この添加剤は、車
両がＥＰＡ　Ｔｉｅｒ－ＩＩ、ＢＩＮ５のような厳しい１２０，０００マイル触媒耐久性
効率規格を満たすようにするために特に有用である。
【００１２】
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明はともに、例示的なものであって説明のた
めのみのものであり、開示し特許請求する実施形態のさらなる説明を提供することを意図
していることを理解すべきである。
【００１３】
　例示的な実施形態のさらなる利点は、その１つ以上の非限定的な局面を図示する以下の
図面と組み合わせて考察した場合に、例示的な実施形態の詳細な説明を参照することによ
って明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本明細書中に記載する潤滑剤組成物に供する添加剤および濃縮物の第一成分は、炭化水
素可溶性チタン化合物である。用語「炭化水素可溶性」は、例えば反応性金属化合物と炭
化水素物質との反応または錯体形成により、その化合物が実質的に炭化水素物質に実質的
に分散しているか溶解していることを意味する。本明細書中で使用する場合、「炭化水素
」は、種々の組合せで炭素、水素、および／または酸素を含有する膨大な数の化合物のい
ずれかを意味する。
【００１５】
　用語「ヒドロカルビル」とは、分子の残りの部分と直接結合した炭素原子を有し、かつ
主として炭化水素の性質を有する基をいう。ヒドロカルビル基の例としては、（１）炭化
水素置換基、すなわち脂肪族（例えば、アルキルまたはアルケニル）、脂環式（例えば、
シクロアルキル、シクロアルケニル）置換基、および芳香族置換、脂肪族置換および脂環
式置換芳香族置換基、ならびに環がその分子の別の部分を通って完結している（例えば、
２つの置換基が一緒に脂環式ラジカルを形成する）場合の環式置換基；（２）置換炭化水
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素置換基、すなわち本明細書の記載の文脈において主として炭化水素である置換基を変え
ない非炭化水素基（例えば、ハロ（特に、塩素およびフッ素）、ヒドロキシ、アルコキシ
、メルカプト、アルキルメルカプト、ニトロ、ニトロソおよびスルホキシ）を含む置換基
；（３）ヘテロ置換基、すなわち主として本明細書の記載の文脈における炭化水素の性質
を有しつつも、他の部分は炭化水素から構成される環中または鎖中に炭素以外のものを含
む置換基、が挙げられる。ヘテロ原子としては、硫黄、酸素、窒素が挙げられ、ピリジル
、フリル、チエニルおよびイミダゾリルのような置換基を包含する。一般に、ヒドロカル
ビル基中の１０個の炭素原子ごとに２つ以下、好ましくは１つ以下の非炭化水素置換基が
存在する；代表的には、ヒドロカルビル基中には非炭化水素置換基は存在しない。
【００１６】
　例えばリン保持剤として本発明中で使用するのに適した炭化水素可溶性チタン化合物は
、チタンアルコキシドと約Ｃ６～Ｃ２５のカルボン酸との反応生成物によってもたらされ
る。この反応生成物は、以下の式：
【化１】

　または式：
【化２】

　で表すことができ、ここで、ｎは２，３、および４から選択される整数であり、Ｒは約
５～約２４個の炭素原子を含むヒドロカルビル基であり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４の
各々は同じでも異なっていてもよく、そして約５～約２５個の炭素原子を含むヒドロカル
ビル基から選択される。上記の式の化合物は、本質的にリンおよび硫黄を含まない。
【００１７】
　１つの実施形態では、この炭化水素可溶性チタン化合物は、実質的にまたは本質的に硫
黄およびリンがないかまたはそれらを含まず、その結果、この炭化水素可溶性チタン化合
物を含む潤滑剤または処方潤滑剤パッケージが約０．７重量％以下の硫黄および０．１２
重量％以下のリンしか含有しない。
【００１８】
　別の実施形態では、この炭化水素可溶性チタン化合物は、実質的に活性硫黄を含まない
。「活性」硫黄は、完全には酸化されていない硫黄のことである。活性硫黄はさらに酸化
し、使用するにつれてオイル中でより酸性になる。
【００１９】
　さらに別の実施形態では、この炭化水素可溶性チタン化合物は、実質的にすべての硫黄
を含まない。さらなる実施形態では、この炭化水素可溶性チタン化合物は、実質的にすべ
てのリンを含まない。
【００２０】
　なおさらなる実施形態では、この炭化水素可溶性チタン化合物は、実質的にすべての硫
黄およびリンを含まない。例えば、このチタン化合物が溶解している基油は、比較的少量
の硫黄を含むことができる。例えば、１つの実施形態では、０．５重量％未満であり、別
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の実施形態では約０．０３重量％以下の硫黄（例えば、グループＩＩの基油について）で
あり、そしてなおさらなる実施形態では基油中の硫黄および／またはリンの量を、完成し
た油が施行されている適切なモーターオイル用硫黄および／リン仕様を所定の時間で満た
すことができる量に制限することができる。
【００２１】
　チタン／カルボン酸生成物の例としては、カプロン酸、カプリル酸、ラウリン酸、ミス
チリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、オレイン酸、エルカ酸、リノー
ル酸、リノレン酸、シクロヘキサンカルボン酸、フェニル酢酸、安息香酸、ネオデカン酸
などから選択される酸とチタンとの反応生成物が挙げられるが、これらに限定されない。
このようなチタン／カルボン酸生成物を製造するための方法は、例えば、米国特許第５，
２６０，４６６号に記載されている。この特許文献の開示を本明細書中に参考として援用
する。
【００２２】
　本明細書中に記載する実施形態の炭化水素可溶性チタン化合物は、潤滑剤組成物中に有
利に取り入れることができる。従って、この炭化水素可溶性チタン化合物は、その潤滑油
組成物中に直接添加することができる。しかし、１つの実施形態では、炭化水素可溶性チ
タン化合物は、鉱油、合成油（例えば、ジカルボン酸のエステル）、ナフサ、アルキル（
例えばＣ１０～Ｃ１３アルキル）化ベンゼン、トルエンまたはキシレンのような実質的に
不活性で通常は液体の有機希釈剤で希釈して、チタン添加剤濃縮物を形成する。このチタ
ン添加剤濃縮物は、通常、約０重量％～約９９重量％の希釈油を含む。
【００２３】
　潤滑油処方物を調製する際には、炭化水素油（例えば、鉱物潤滑油）または他の適切な
溶剤中１～９９重量％の活性成分濃縮物の形態にあるチタン添加剤濃縮物を導入すること
を通常おこなう。通常、これらの濃縮物は、分散剤／禁止剤（ＤＩ）添加剤パッケージ、
およびＤＩパッケージ１重量部あたり０．０１～５０重量部の潤滑油を含む粘度指数（Ｖ
Ｉ）向上剤とともに潤滑油に添加して、完成した潤滑剤（例えば、クランクケースモータ
ーオイル）を形成することができる。適切なＤＩパッケージは、例えば米国特許第５，２
０４，０１２号および同第６，０３４，０４０号に記載されている。ＤＩ添加剤パッケー
ジに含まれる多くのタイプの添加剤としては、清浄剤、分散剤、磨耗防止剤、摩擦調整剤
、シール膨張剤（ｓｅａｌ　ｓｗｅｌｌ　ａｇｅｎｔ）、抗酸化剤、潤滑剤、発泡防止剤
、潤滑剤、防錆剤、腐蝕防止剤、乳化破壊剤、粘度指数向上剤などがある。これらの成分
のいくつかは、当業者には周知であり、好ましくは従来の量で本明細書中に記載する添加
剤および組成物とともに使用される。
【００２４】
　別の実施形態では、上記チタン添加剤濃縮物は、完全処方のモーターオイルまたは完成
した潤滑剤の中に最後に添加する（ｔｏｐ　ｔｒｅａｔ）することができる。もちろん、
チタン添加剤濃縮物およびＤＩパッケージの目的は、種々の物質の取り扱いをより難しく
厄介なものにしないようにすること、および最終のブレンドにおける溶解または分散を容
易にすることである。代表的なＤＩパッケージは、分散剤、抗酸化剤、清浄剤、磨耗防止
剤、消泡剤、流動点降下剤、ならびに必要に応じてＶＩ向上剤およびシール膨潤剤を含む
ことができる。
【００２５】
　本明細書中に記載する実施形態は、炭化水素可溶性チタン化合物の濃度が比較的低く、
完成した潤滑剤組成物中の元素のチタンとして約１～約１５００ｐｐｍのチタンを含む潤
滑油および潤滑剤組成物を提供する。１つの実施形態では、このチタン化合物は、約５０
～約１０００ｐｐｍのチタンを、そしてさらなる実施形態では約５０～約５００ｐｐｍの
チタンを提供するのに十分な量で潤滑油組成物に存在する。
【００２６】
　上記の炭化水素可溶性チタン添加剤を用いて製造される潤滑剤組成物は、広範な用途で
使用される。圧縮点火エンジンおよび火花点火エンジンについては、潤滑剤組成物が公表
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されたＩＬＳＡＣ　ＧＦ－４規格またはＡＰＩ－ＣＪ－４規格を満たすか超えることが好
ましい。上述のＩＬＳＡＣ　ＧＦ－４規格またはＡＰＩ－ＣＪ－４規格に従う潤滑剤組成
物は、完全処方の潤滑剤を提供するために、基油、ＤＩ添加剤パッケージ、および／また
はＶＩ向上剤を含む。本開示に従う潤滑剤のための基油は、天然潤滑油、合成潤滑油およ
びこれらの混合物から選択される、潤滑粘度を有する油である。このような基油としては
、火花点火内燃機関および圧縮点火内燃機関（例えば、自動車およびトラック用エンジン
、船舶および鉄道用のディーゼルエンジンなどのためのクランクケース潤滑油として従来
用いられているものが挙げられる。
【００２７】
（リン含有化合物）
　潤滑剤組成物の別の成分はＺＤＤＰのようなリン含有化合物である。適切なＺＤＤＰは
、特定量の１級および／または２級アルコールから調製することができる。例えば、これ
らのアルコールは、約１００：０～約０：１００の１級アルコール：２級アルコールの比
で組み合わせることができる。さらなる例として、これらのアルコールは、約６０：４０
の１級アルコール：２級アルコールの比で組み合わせることができる。適切なＺＤＤＰの
例は、（ｉ）約５０～約１００ｍｏｌ％の約Ｃ１～約Ｃ１８の１級アルコール；（ｉｉ）
５０ｍｏｌ％までの約Ｃ３～約Ｃ１８の２級アルコール；（ｉｉｉ）リン含有成分；およ
び（ｉｖ）亜鉛含有成分を組み合わせることにより得られる反応生成物を含むことができ
る。さらなる例として、この１級アルコールは、約Ｃ１～約Ｃ１８のアルコールの混合物
であってもよい。なおさらなる例として、この１級アルコールは、Ｃ４～Ｃ８の１級アル
コールの混合物であってもよい。２級アルコールもまた、アルコールの混合物であっても
よい。例として、この２級アルコールは、Ｃ３アルコールを含むことができる。このアル
コールは分枝鎖、環状鎖または直鎖のいずれかを含んでいてもよい。ＺＤＤＰは、約６０
ｍｏｌ％の１級アルコールおよび約４０ｍｏｌ％の２級アルコールの組合せを含むことが
できる。代替として、ＺＤＤＰは約１００ｍｏｌ％の２級アルコールまたは約１００ｍｏ
ｌ％の１級アルコールを含むことができる。
【００２８】
　上記リン含有化合物のリン含有成分は、任意の適切なリン含有成分を含むことができ、
その例としては硫化リンが挙げられるが、これに限定されない。適切な硫化リンとしては
、五硫化リン、または三硫化四リンを挙げることができる。
【００２９】
　亜鉛含有成分は、任意の適切な亜鉛含有成分を含むことができ、その例としては酸化亜
鉛、水酸化亜鉛、炭酸亜鉛、プロピオン酸亜鉛（ｚｉｎｃ　ｐｒｏｐｙｌａｔｅ）、塩化
亜鉛、プロピオン酸亜鉛または酢酸亜鉛が挙げられるがこれらに限定されない。
【００３０】
　この反応生成物は、得られる混合物、成分、または成分の混合物を含むことができる。
この反応生成物は、未反応の反応物、化学結合した成分、生成物、または極性結合した成
分を含んでいてもいなくてもよい。
【００３１】
　ＺＤＤＰまたは灰分含有リン化合物は、潤滑剤組成物中のリンが約０．０２重量％～約
０．１５重量％になるのに十分な量で存在することができる。
【００３２】
　加えて、または代わりに、灰分を含まないリン化合物が、リン含有化合物の混合物に含
まれていてもよい。この灰分を含まないリン化合物は、リン酸の有機エステル、亜リン酸
の有機エステル、またはそれらのアミン塩から選択することができる。例えば、灰分を含
まないリン含有化合物としては、１種以上の亜リン酸ジヒドロカルビル、亜リン酸トリヒ
ドロカルビル、リン酸モノヒドロカルビル、リン酸ジヒドロカルビル、リン酸トリヒドロ
カルビル、任意のその硫黄アナログ、ならびにそれらのアミン塩を挙げることができる。
さらなる例として、灰分を含まないリン含有化合物としては、リン酸モノヒドロカルビル
およびリン酸ジヒドロカルビルのアミン塩の少なくとも１種またはこれらの混合物（例え
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ば、アミル酸リン酸塩は、モノアミル酸リン酸塩およびジアミル酸リン酸塩の混合物であ
ってもよい）を挙げることができる。
【００３３】
　潤滑油組成物中の灰分含有リン化合物に由来するリンおよび灰分を含まないリン化合物
に由来するリンに基づく重量比は、約３：１～約１：３の範囲であってもよい。使用する
ことができるリン化合物の別の混合物は、灰分含有リン化合物に由来するリン約０．５～
約２．０重量部、および灰分を含まないリン化合物に由来するリン約１重量部までを含む
ことができる。リン化合物のさらに別の混合物は、灰分含有リン化合物に由来するリンお
よび灰分を含まないリン化合物に由来するリンをほぼ等しい重量部で含むことができる。
灰分含有リン化合物に由来するリンおよび灰分を含まないリン化合物に由来するリンの混
合物の例を以下の表に提供する。
【００３４】
　潤滑油処方物中のリン含有化合物の混合物は、その潤滑油処方物中に約３００～約１２
００重量ｐｐｍの全リンを提供するのに十分な量で存在することができる。さらなる例と
して、リン含有化合物の混合物は、その潤滑油処方物中に約５００～約８００重量ｐｐｍ
の全リンを提供するのに十分な量で存在することができる。
【００３５】
　本明細書中に開示するリン含有化合物およびチタン化合物の混合物は、他の添加剤と組
み合わせて使用される。この添加剤は、代表的には、その添加剤が所望の機能を果たすこ
とができる量で基油にブレンドされる。クランクケース潤滑剤として使用する場合の、こ
のリン含有化合物およびチタン化合物の混合物および添加剤の代表的な有効量を以下の表
１に列挙する。列挙したすべての値は、活性成分を重量％で示したものである。
【００３６】
　（表１）
【表１】

【００３７】
（分散剤成分）
ＤＩパッケージに含まれる分散剤としては、分散すべき粒子と会合することができる官能
基を有する油溶性のポリマー状炭化水素骨格が挙げられるが、これに限定されない。代表
的には、この分散剤は、たいていは架橋部分で上記ポリマー骨格に結合したアミン、アル
コール、アミド、またはエステル極性部分を含む。分散剤は、米国特許第３，６９７，５
７４号および同第３，７３６，３５７号に記載されるようなマンニッヒ分散剤；米国特許
第４，２３４，４３５号および同第４，６３６，３２２号に記載されるような無灰スクシ
ンイミド分散剤；米国特許第３，２１９，６６６号、同第３，５６５，８０４号および同
第５，６３３，３２６号に記載されるようなアミン分散剤；米国特許第５，９３６，０４
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１号、同第５，６４３，８５９号および同第５，６２７，２５９号に記載されるようなコ
ッホ分散剤、ならびに米国特許第５，８５１，９６５号、同第５，８５３，４３４号およ
び同第５，７９２，７２９号に記載されるようなポリアルキレンスクシンイミド分散剤か
ら選択することができる。
【００３８】
（酸化防止剤成分）
　酸化防止剤または抗酸化剤は、ベースストックが使用中に劣化する傾向を低減する。こ
の劣化は、スラッジ、金属表面に堆積するワニスのような堆積物のような酸化生成物によ
って、または完成した潤滑剤の粘度上昇によって明らかになり得る。このような酸化防止
剤としては、ヒンダードフェノール、硫化ヒンダードフェノール、Ｃ５～Ｃ１２のアルキ
ル側鎖を有するアルキルフェノールチオエステルのアルカリ土類金属塩、硫化アルキルフ
ェノール、硫化アルキルフェノールまたは非硫化アルキルフェノールのいずれかの金属塩
（例えば、カルシウムノニルフェノールスルフィド）、無灰油溶性フェネートおよび硫化
フェネート、リン硫化または硫化炭化水素、リン酸エステル、金属チオカルバメート、お
よび米国特許第４，８６７，８９０号に記載される油溶性銅化合物が挙げられる。
【００３９】
　上記炭化水素可溶性チタン化合物と組合せで使用することができる他の抗酸化剤として
は、米国特許公開公報第２００４／０２６６６３０号に記載される立体的に嵩高いフェノ
ール；ジアリールアミン；アルキル化フェノチアジン；硫化化合物；および無灰ジアルキ
ルジチオカルバメートが挙げられる。
【００４０】
　ジアリールアミン抗酸化剤としては、以下の式を有するジアリールアミンが挙げられる
が、これらに限定されない。
【化３】

【００４１】
　ここで、Ｒ’およびＲ”は、各々独立に、置換または非置換の６～３０個の炭素原子を
有するアリール基を示す。
【００４２】
　別のクラスのアミン抗酸化剤としては、以下の化学式を有するフェノチアジンまたはア
ルキル化フェノチアジンが挙げられる。

【化４】

　ここで、Ｒ１は直鎖または分枝状のＣ１～Ｃ２４アルキル、アリール、ヘテロアルキル
またはアルキルアリール基であり、Ｒ２は水素または直鎖もしくは分枝状のＣ１～Ｃ２４

アルキル、ヘテロアルキルまたはアルキルアリール基である。
【００４３】
　硫黄含有抗酸化剤としては、それらの生産において使用したオレフィンのタイプおよび
その抗酸化剤の最終硫黄含量によって特徴づけられる硫化オレフィンが挙げられるが、こ
れらに限定されない。高分子量オレフィン、すなわち１６８～３５１ｇ／モルの平均分子
量を有するオレフィンが好ましい。使用することができるオレフィンの例としては、α－
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オレフィン、異性化α－オレフィン、分枝状オレフィン、環状オレフィン、およびこれら
の組合せが挙げられる。上述のアミン抗酸化剤、フェノチアジン抗酸化剤、および硫黄含
有抗酸化剤は、例えば、米国特許第６，５９９，８６５号に記載されている。
【００４４】
　抗酸化剤添加剤として使用することができる無灰ジアルキルジチオカルバメートとして
は、上記添加剤パッケージ中に可溶または分散可能である化合物が挙げられる。使用する
ことができるジアルキルジチオカルバメートの例は、以下の特許に開示されている：米国
特許第５，６９３，５９８号；同第４，８７６，３７５号；同第４，９２７，５５２号；
同第４，９５７，６４３号；同第４，８８５，３６５号；同第５，７８９，３５７号；同
第５，６８６，３９７号；同第５，９０２，７７６号；同第２，７８６，８６６号；同第
２，７１０，８７２号；同第２，３８４，５７７号；同第２，８９７，１５２号；同第３
，４０７，２２２号；同第３，８６７，３５９；号；および同第４，７５８，３６２号。
【００４５】
　摩擦調整剤として使用する有機モリブデン含有化合物も、抗酸化剤としての機能を示す
ことがある。米国特許第６，７９７，６７７号は、完成した潤滑剤処方物で使用するため
の有機モリブデン化合物、アルキルフェノチアゼンおよびアルキルジフェニルアミンの組
合せを記載している。適切なモリブデン含有摩擦調整剤の例は、以下の摩擦調整剤の節で
説明する。
【００４６】
（摩擦調整剤成分）
　硫黄もリンも含まない有機モリブデン化合物としては以下の特許に記載される化合物が
挙げられる；米国特許第４，２５９，１９５号；同第４，２６１，８４３号；同第４，１
６４，４７３号；同第４，２６６，９４５号；同第４，８８９，６４７号；同第５，１３
７，６４７号；同第４，６９２，２５６号；同第５，４１２，１３０号；同第６，５０９
，３０３号；および同第６，５２８，４６３号。
【００４７】
　硫黄含有モリブデン化合物の例としては、以下の特許に記載される化合物が挙げられる
；米国特許第３，５０９，０５１号；同第３，３５６，７０２号；同第４，０９８，７０
５号；同第４，１７８，２５８号；同第４，２６３，１５２号；同第４，２６５，７７３
号；同第４，２７２，３８７号；同第４，２８５，８２２号；同第４，３６９，１１９号
；同第４，３９５，３４３号；同第４，２８３，２９５号；同第４，３６２，６３３号；
同第４，４０２，８４０号；同第４，４６６，９０１号；同第４，７６５，９１８号；同
第４，９６６，７１９号；同第４，９７８，４６４号；同第４，９９０，２７１号；同第
４，９９５，９９６号；同第６，２３２，２７６号；同第６，１０３，６７４号；および
同第６，１１７，８２６号。
【００４８】
　グリセリドも単独で、または他の摩擦調整剤と組み合わせて使用することができる。適
切なグリセリドとしては、以下の式のグリセリドが挙げられる。
【化５】

　ここで各Ｒは、独立にＨおよびＣ（Ｏ）Ｒ’からなる群から選択され、Ｒ’は３～２３
個の炭素原子を有する飽和または不飽和のアルキル基である。
【００４９】
（他の添加剤）
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　非イオン性ポリオキシアルキレンポリオールおよびそのエステル、ポリオキシアルキレ
ンフェノール、アニオン性アルキルスルホン酸から選択される防錆剤を使用することがで
きる。
【００５０】
　少量の乳化破壊成分を使用することができる。好ましい乳化破壊成分は、欧州特許第３
３０，５２２号に記載されている。このような乳化破壊成分は、ビスエポキシドと多価ア
ルコールとを反応させることによって得られる付加体とアルキレンオキシドとを反応させ
ることによって得ることができる。乳化破壊剤は、活性成分の０．１質量％を超えないレ
ベルで使用すべきである。０．００１～０．０５質量％の活性成分の処理速度が好都合で
ある。
【００５１】
　流動点降下剤は、別名では潤滑油流動性向上剤（ｌｕｂｅ　ｏｉｌ　ｆｌｏｗ　ｉｍｐ
ｒｏｖｅｒ）としても公知であり、その流体が流れるかまたはそれを注ぐことができる最
低温度を下げる。このような添加剤は公知である。流体の低温流動性を改善するこれらの
点化剤の代表的なものは、Ｃ８～Ｃ１８ジアルキルフマレート／酢酸ビニルコポリマー、
ポリアルキルメタクリレートなどである。
【００５２】
　泡制御は、ポリシロキサンタイプの消泡剤、例えばシリコーン油またはポリジメチルシ
ロキサンが挙げられる多くの化合物によって実現することができる。
【００５３】
　例えば、米国特許第３，７９４，０８１号および同第４，０２９，５８７号に記載され
るようなシール膨潤剤も使用することができる。
【００５４】
　粘度調整剤（ＶＭ）は、潤滑油に高温および低温での操作性を賦与する機能を果たす。
使用するＶＭは、その単独の機能を有していてもよいし、多機能であってもよい。
【００５５】
　分散剤としての機能も果たす多機能粘度調整剤も公知である。適切な粘度調整剤は、ポ
リイソブチレン；エチレンとプロピレンと高級α－オレフィンとのコポリマー；ポリメタ
クリレート；ポリアルキルメタクリレート；メタクリレートコポリマー；不飽和ジカルボ
ン酸およびビニル化合物とのコポリマー；スチレンとアクリルエステルとの共重合体（ｉ
ｎｔｅｒｐｏｌｙｍｅｒ）；ならびにスチレン／イソプレン、スチレン／ブタジエン、お
よびイソプレン／ブタジエンの部分水素化コポリマー；ならびにブタジエンおよびイソプ
レンおよびイソプレン／ジビニルベンゼンの部分水素化ホモポリマーである。
【００５６】
　使用することができる官能化オレフィンコポリマーとしては、無水マレイン酸のような
活性モノマーでグラフトし、その後アルコールまたはアミンで誘導体化したエチレンとプ
ロピレンとの共重合体が挙げられる。他のこのようなコポリマーは、窒素化合物でグラフ
トしたエチレンとプロピレンのコポリマーである。
【００５７】
　使用する場合、上述の添加剤の各々は、潤滑剤に所望の特性を賦与するための機能的有
効量で使用する。従って、例えば添加剤が腐蝕防止剤である場合、この腐蝕防止剤の機能
的有効量は、潤滑剤に所望の腐蝕防止特性を賦与するために十分な量である。一般に、こ
れらの添加剤の各々の濃度は、潤滑油組成物の重量に基づき約２０重量％までの範囲であ
り、１つの実施形態では潤滑油組成物の重量に基づき約０．００１重量％～約２０重量％
、そして１つの実施形態では約０．０１重量％～約１０重量％の範囲である。
【００５８】
　炭化水素可溶性チタン添加剤は、潤滑油組成物に直接添加することができる。しかし、
１つの実施形態では、それらは鉱油、合成油、ナフサ、アルキル（例えばＣ１０～Ｃ１３

アルキル）化ベンゼン、トルエンまたはキシレンのような実質的に不活性で通常は液体の
有機希釈剤で希釈して、添加剤濃縮物を形成する。これらの濃縮物は、通常、約１重量％
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～約１００重量％、１つの実施形態では約１０重量％～約９０重量％のチタン化合物を含
む。
【００５９】
（基油）
　本明細書中に記載する組成物、添加剤、および濃縮物を処方する際に使用するのに適し
た基油は、合成油または天然油またはこれらの混合物のいずれかから選択することができ
る。合成基油としては、ジカルボン酸のアルキルエステル、ポリグリコールおよびアルコ
ール、ポリ－α－オレフィン（ポリブテンが挙げられる）、アルキルベンゼン、リン酸の
有機エステル、ポリシリコーン油、およびアルキレンオキシドポリマー、末端のヒドロキ
シル基がエステル化、エーテル化などによって変性されたこれらの共重合体、コポリマー
および誘導体が挙げられる。
【００６０】
　天然基油としては、動物油および植物油（ヒマシ油、ラード油）、鉱油、ならびにパラ
フィン、ナフテンおよびパラフィン－ナフテン混合タイプの水素化精製鉱油系潤滑油、溶
媒処理鉱油系潤滑油または酸処理鉱油系潤滑油が挙げられる。石炭または頁岩から誘導し
た潤滑粘度を有する油も有用な基油である。基油は、代表的には、１００℃で約２．５～
約１５ｃＳｔ、好ましくは約２．５～約１１ｃＳｔの粘度を有する。
【００６１】
　実施形態の局面を例示する目的のために以下の実施例を提示するが、決して実施形態を
限定する意図はない。
【実施例】
【００６２】
（実施例１）
（ネオデカン酸チタン）
　冷却器、ディーン－スタークトラップ、温度計、熱電対およびガス取込口を備えた反応
容器の中にネオデカン酸（６００ｇ）を入れた。窒素ガスを酸の中に吹き込んだ。チタン
イソプロポキシド（２４５ｇ）を、激しく攪拌しながらこの反応容器にゆっくりと加えた
。反応物を１４０℃に加熱し、１時間攪拌した。反応物からのオーバーヘッドおよび凝縮
物をトラップに集めた。この反応容器に大気より低い圧力を加え、反応が完結するまで、
反応物をさらに２時間攪拌した。反応物の分析により、生成物が１００℃での１４．３ｃ
Ｓｔの動粘性率、および６．４重量％のチタン含量を有していることが分かった。
【００６３】
　触媒性能を、エージングプロセスの前後で、転換効率（ＣＥ）試験を実行することによ
り決定した。本開示の目的のために、「劣化触媒」は、転換されるべき排ガス成分を含む
排ガスに以前に曝露されたことがある任意の触媒である。例えば、触媒を、約１７，００
０～約２０，０００マイルに対する触媒を含む車両の動作を模擬試験するのに十分な量の
排ガスに曝露してもよい。このＣＥ評価では、エンジンを定常状態で運転し、排ガス温度
を定常触媒入口温度を維持するように制御する。排ガス入口温度を１５℃間隔で２００℃
から４４０℃まで段階的に上昇させ、炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）、および窒
素酸化物（ＮＯｘ）排出物を触媒の前後に挿入したプローブを通して測定する。データか
ら曲線を作成し、「Ｔ５０」値すなわち各排出物のタイプに対して５０％転換率が起こる
温度を求める。触媒のエージングの前後でＴ５０値を比較することにより、触媒劣化の相
対量を決定し互いに比較することができる。エージングプロセスは、油がリン含有添加剤
を含まない場合を除いて、たいていは、Ｔ５０値のすべての上昇をもたらす。性能試験の
間に起こる主要な不活性化が化学的不活性化であるように、極端な温度を用いた触媒の熱
的不活性化は避ける。
【００６４】
　図１は、いくつかの５Ｗ－３０マルチグレード潤滑剤処方物についての性能比較を図示
する。炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）、および窒素酸化物（ＮＯｘ）の５０％を
転換するためのＴ５０温度は、表２の潤滑剤処方物を含むエンジンからの排ガス触媒につ
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いて決定した。これらの処方物の添加剤金属含量は、表３に示しており、これらの処方物
についてのＴ５０データは表４に示している。
【００６５】
　この排ガス中のＨＣおよびＣＯは、触媒によって酸化反応を介してＣＯ２およびＨ２Ｏ
に転換される。この排ガス中のＮＯｘは、触媒によって還元反応を介してＮ２およびＮ２

Ｏに転換される。触媒の容積および触媒中における排ガスの滞留時間は、各性能試験につ
いて同一であるので、得られたＴ５０温度は、示した処方物の各々について、相対比較す
ることができる。
【００６６】
　以下の表では、式１の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェートを１級アルコールから
誘導した。式２および式４の金属ジヒドロカルビルジチオホスフェートをメチル－イソブ
チルカルビノール（ＭＩＢＣ）から誘導した。式３の金属ジヒドロカルビルジチオホスフ
ェートを従来の２級アルコールから誘導した。
【００６７】
　（表２）
【表２】

【００６８】
　（表３）
【表３】

【００６９】
　（表４）
【表４】

【００７０】
　表４中の結果からわかるように、炭化水素可溶性チタン化合物をＭＩＢＣから誘導した
ＺＤＤＰと組合せて調製した９７ｐｐｍのチタンを含有する処方物（処方物４）が、他の
いずれのものとは違って、炭化水素（ＨＣ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）および一酸化炭素（
ＣＯ）についてのＴ５０温度が実質的により低くなる変化を示し、これにより処方物１～
３よりも改善した劣化触媒性能をもたらした。このようにして、処方物４は、上記チタン
化合物がない処方物１～３と比べて改善した触媒性能をもたらすことが期待できる。理論
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上の考察に限られることなく、上記チタン化合物は、経時的な触媒の化学的不活性化を低
減するのに有効であると考えられる。
【００７１】
　本明細書全体の多くの箇所で、多数の米国特許を参照した。すべてのこのような引用し
た文献は、それらが完全に本明細書中に示されたかの如くに、明示的にその全体を本開示
に援用する。
【００７２】
　上述の実施形態には、その実施においてはかなりの変更を加えることができる。従って
、実施形態を本明細書中上記に示した特定の具体例に限定することは意図していない。む
しろ、上述の実施形態は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲の内にあり、法律問題
として通用するその等価物も含んでいる。
【００７３】
　本特許権者は、いずれの開示した実施形態も公共に捧げる意図はなく、開示した改変ま
たは変更が字義通りには特許請求の範囲の範囲内に入らない程度までも、均等論の下に、
それらの改変または変更は本発明の一部であると考えている。
【００７４】
　本発明の主な特徴および態様を挙げれば以下のとおりである。
１．排ガス触媒を含むデバイスの潤滑面であって、潤滑粘度の基油、少なくとも１種のリ
ン含有化合物、および一定量の少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含む潤滑
剤組成物を含み、前記炭化水素可溶性チタン化合物が、この炭化水素可溶性チタン化合物
がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を
転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくと
も５０％を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効である潤滑面。
２．エンジン動力伝達装置を構成する上記１に記載の潤滑面。
３．内燃機関および圧縮点火エンジンからなる群から選択されるエンジンの内面または構
成要素を含む上記１に記載の潤滑面。
４．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約１００
０ｐｐｍの範囲のチタンの量を提供する上記１に記載の潤滑面。
５．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約１００～約５０
０ｐｐｍの範囲のチタンの量を提供する上記１に記載の潤滑面。
６．前記炭化水素可溶性チタン化合物がネオデカン酸チタンを含む上記１に記載の潤滑面
。
７．可動部分を有し、かつ前記可動部分を潤滑するための潤滑剤を含有する車両であって
、前記潤滑剤が、潤滑粘度を有する基油、少なくとも１種のリン含有化合物、および一定
量の少なくとも１種の炭化水素可溶性チタン化合物を含み、前記炭化水素可溶性チタン化
合物が、前記炭化水素可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸
化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化
水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度を提供するの
に有効である車両。
８．前記炭化水素可溶性チタン化合物がネオデカン酸チタンを含む上記７に記載の車両。
９．前記可動部分が大型車両用ディーゼルエンジンを構成する上記７に記載の車両。
１０．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約１０
００ｐｐｍの範囲のチタンの量を提供する上記７に記載の車両。
１１．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約１００～約５
００ｐｐｍの範囲のチタンの量を提供する上記７に記載の車両。
１２．完全処方の潤滑剤組成物であって、前記潤滑剤組成物は、潤滑粘度を有する基油成
分、少なくとも１種のリン含有化合物、および一定量の炭化水素可溶性チタン含有薬剤を
含み、前記炭化水素可溶性チタン含有薬剤は、前記炭化水素可溶性チタン化合物がない潤
滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する
劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％
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を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効であり、前記チタン含有薬剤は、本質的に硫
黄およびリン原子を含まない潤滑剤組成物。
１３．圧縮点火エンジンに適した低灰分、低硫黄および低リン潤滑剤組成物を含む上記１
２に記載の潤滑剤組成物。
１４．前記炭化水素可溶性チタン含有薬剤の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約１
０００ｐｐｍのチタンを提供する上記１２に記載の潤滑剤組成物。
１５．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約１００～約５
００ｐｐｍの範囲の量のチタンを提供する上記１２に記載の潤滑剤組成物。
１６．排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換するのに有効
な劣化排ガス触媒温度を下げる方法であって、潤滑粘度を有する基油、少なくとも１種の
リン含有化合物、および一定量の炭化水素可溶性チタン化合物を含む潤滑剤組成物にエン
ジンの部品を接触させることを含み、前記炭化水素可溶性チタン化合物は、前記炭化水素
可溶性チタン化合物がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの
少なくとも５０％を転換する劣化排ガス触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭
素およびＮＯｘの少なくとも５０％を転換する劣化排ガス触媒温度を提供するのに有効で
ある方法。
１７．前記エンジンが大型車両用ディーゼルエンジンを含む上記１６に記載の方法。
１８．前記炭化水素可溶性チタン化合物含有薬剤がネオデカン酸チタンを含む上記１６に
記載の方法。
１９．前記炭化水素可溶性チタン含有薬剤の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約１
０００ｐｐｍのチタンを提供する上記１６に記載の方法。
２０．前記炭化水素可溶性チタン含有薬剤の量が前記潤滑剤組成物において約１００～約
５００ｐｐｍの範囲の量のチタンを提供する上記１６に記載の方法。
２１．排ガス触媒を含有するエンジンを潤滑するために使用する潤滑剤組成物のための添
加剤濃縮物であって、前記添加剤濃縮物は、少なくとも１種のリン含有化合物および一定
量の炭化水素可溶性チタン含有薬剤を含み、前記チタン含有薬剤は、前記炭化水素可溶性
チタン含有薬剤がない潤滑剤組成物の、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘの少な
くとも５０％を転換する劣化触媒温度よりも低い、排ガス炭化水素、一酸化炭素およびＮ
Ｏｘの少なくとも５０％を転換する劣化触媒温度を提供するのに有効であり、前記チタン
含有薬剤は、本質的に硫黄およびリン原子を含まない、添加剤濃縮物。
２２．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約１０
００ｐｐｍの範囲の量のチタンを提供する上記２１に記載の濃縮物。
２３．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約１００～約５
００ｐｐｍの範囲の量のチタンを提供する上記２１に記載の濃縮物。
２４．前記炭化水素可溶性チタン化合物の量が前記潤滑剤組成物において約５０～約３０
０ｐｐｍの範囲の量のチタンを提供する上記２１に記載の濃縮物。
２５．前記炭化水素可溶性チタン化合物がネオデカン酸チタンを含む上記２１に記載の濃
縮物。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】Ｔ５０温度上昇対潤滑組成のグラフによる比較である。
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